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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と、この発光素子から発せられる光を波長変換する波長変換物質を含有する波
長変換層とを備えた発光装置において、前記波長変換層が、波長変換物質を含有する波長
変換区画と、前記波長変換区画よりも波長変換物質の含有量が少ない透明区画とを有し、
前記波長変換区画が波長変換物質を含有する波長変換相を含み、且つ前記波長変換相が、
この波長変換相よりも波長変換物質の含有量が少ない透明相から構成される母基材に設け
られた複数の凹部又は貫通部に波長変換物質を充填して形成され、前記透明区画は透明相
により形成され、前記母基材における前記凹部又は貫通部開口での波長変換相の露出部分
が、透明相にて構成される蓋部材にて閉塞されていることを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　上記波長変換区画が、前記波長変換相と前記透明相とを積層して形成されていることを
特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　上記波長変換区画の最小幅寸法が０．１ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１又は
２に記載の発光装置。
【請求項４】
　上記波長変換層の、波長変換区画と透明区画との、発光素子からの光の取り出し方向へ
の投影面積の比が５：１～１：５の範囲であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれ
かに記載の発光装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ等の発光素子から発せられる光を波長変換して出射するＬＥＤ発光装
置等の発光装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ発光装置等の発光装置は小型、軽量、省電力といった長所があり、現在、表示用
光源、小型電球の代替、あるいは液晶パネル用光源等として広く用いられている。このよ
うな発光装置は、ＬＥＤ等の発光素子から構成されるが、必要に応じてこの発光素子から
発せられる光を種々の蛍光体等の波長変換物質を通過させることにより、発光素子の元々
の発光色とは異なる色合いの光を発する発光装置も開発されてきている。
【０００３】
　特に近年、窒化ガリウム系化合物半導体による青色光、あるいは紫外線を放射するＬＥ
Ｄチップが開発されており、これらの発光素子を種々の波長変換物質と組合わせることに
より、白色を含め、種々の色合いの光を出す発光装置の開発が試みられている。
【０００４】
　このような発光装置における波長変換物質の固定方法としては、１個または複数個の発
光素子を実装基板に搭載し、この発光素子の搭載部分に波長変換物質を分散して含有する
樹脂等からなる波長変換層を配設して発光部を形成する方法が一般的である（特許文献１
参照）。
【特許文献１】特開２００３－０４６１３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、発光素子から発せられる光が波長変換層を通過する際には、この波長変換層に
分散されている波長変換物質によって光が散乱されやすく、このため十分な光量を確保す
ることが困難な場合があり、発光素子からの光取り出し効率が低下するという問題があっ
た。
【０００６】
　本発明は上記の点に鑑みて為されたものであり、発光素子から発せられる光を波長変換
して所望の色の発光を得ることができ、且つ十分な光取り出し効率を有する発光装置を提
供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る発光装置Ａは、発光素子１と、この発光素子１から発せられる光を波長変
換する波長変換物質を含有する波長変換層２とを備えた発光装置Ａにおいて、前記波長変
換層２が、波長変換物質を含有する波長変換区画３と、前記波長変換区画３よりも波長変
換物質の含有量が少ない透明区画４とを有することを特徴とするものである。このため、
発光素子１から発せられる光が波長変換層２を透過する際に、その一部が波長変換区画３
を透過し、この際に更にその一部が波長変換物質により波長変換される。また前記光の他
の一部は透明区画４を透過し、或いは透明区画４を経由して透明区画４と波長変換区画３
との界面から波長変換区画３へ入射された後に、外部に取り出される。これにより波長変
換層２を透過した後の光には、波長変換物質により波長変換がなされたものが含まれるこ
ととなって、発光素子１からの発光色とは異なる色合いの光を発光装置Ａから発すること
ができる。更に、透明区画４においては波長変換区画３を透過する場合よりも波長変換物
質による光の散乱が生じにくくなり、これにより波長変換層２を透過する光の光量を向上
することができる。
【０００９】
　上記の発光装置Ａでは、上記波長変換区画３が波長変換物質を含有する波長変換相５を



(3) JP 4866003 B2 2012.2.1

10

20

30

40

50

含み、且つ前記波長変換相５が、この波長変換相５よりも波長変換物質の含有量が少ない
透明相６から構成される母基材７に設けられた複数の凹部８又は貫通部に波長変換物質を
充填して形成される。この場合、凹部８又は貫通部に波長変換物質を充填するだけで波長
変換相５を形成することができて生産性を向上することができる。
【００１０】
　また、上記の発光装置Ａでは、母基材７における凹部８又は貫通部開口での波長変換相
５の露出部分が、透明相６にて構成される蓋部材９にて閉塞される。この場合、凹部８又
は貫通部に充填した波長変換物質の飛散や漏洩を蓋部材９により防止することができ、ま
たそのために生産時の歩留まりを向上することができる。
　このような発光装置Ａでは、上記波長変換区画３が、前記波長変換相５と前記透明相６
とを積層して形成されるようにすることができる。この場合、波長変換相５と透明相６と
を積層成形するだけで波長変換区画３を形成することができ、生産性を向上することがで
きる。
【００１１】
　上記のような波長変換層２においては、上記波長変換区画３の最小幅寸法が０．１ｍｍ
以下となるようにすることが好ましい。このようにすると、微細な波長変換区画３が波長
変換層２に分散することから、波長変換区画３を透過することにより波長変換された光が
発光装置Ａからの発光中に均一に分散して混在することとなり、色むらの発生を著しく低
減することができる。
【００１２】
　また、上記波長変換層２の、波長変換区画３と透明区画４との、発光素子１からの光の
取り出し方向への投影面積の比は５：１～１：５の範囲となるようにすることが好ましい
。このようにすると、透明区画４を透過する光、すなわち波長変換物質による散乱を受け
ずに波長変換層２を透過する光の光量を十分に確保して発光装置Ａからの発光光量を十分
に高く維持することができ、且つこの範囲で波長変換区画３と透明区画４との割合を変化
させて発光色の調整をすることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、波長変換層に波長変換区画を設けることで発光色の色合いを変更し、
発光素子からの発光色とは異なる色合いの光を発光装置から発することができるものであ
り、且つ透明区画を設けることで波長変換層における光の透過量を確保することができ、
これにより発光装置からの光の取り出し効率を向上することができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための最良の形態を説明する。
【００１５】
　図１（ａ）に示す発光装置Ａは、基板１０に発光素子１と波長変換層２とを設けて構成
することができる。
【００１６】
　基板１０としては適宜のものを適用することができるが、例えば樹脂基板やセラミック
ス基板を用いることができる。
【００１７】
　また、発光素子１としても適宜のものを用いることができるが、例えばＬＥＤチップ等
を用いることができる。
【００１８】
　この発光素子１は基板１０に一又は複数個搭載するものであり、図示の例では基板１０
の一面に凹所１１を形成して、その底部に発光素子１を搭載している。また基板１０には
必要に応じて発光素子１への給電や制御信号の伝達等のための導体配線を形成する。
【００１９】
　波長変換層２は、発光素子１に対して、その光取り出し方向側に配置される。図示の例
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では、基板１０における凹所１１の開口側にその開口径が大きくなった配置部１２が設け
られており、波長変換層２はこの配置部１２に配設されている。
【００２０】
　波長変換層２は、波長変換区画３と透明区画４とを有している。この波長変換区画３と
透明区画４とは、発光素子１からの光の取り出し方向と直交又は交差する方向、図示の例
では波長変換層２の面方向で区分けされた区画である。
【００２１】
　波長変換区画３は、発光素子１から発せられる光の波長を変換する波長変換物質を含有
する。波長変換物質としては、発光素子１から発せられる光を吸収してその光とは異なる
波長の光を発する蛍光体等を用いることができる。この波長変換物質としては、発光素子
１から発せられる光の波長や、発光装置Ａに求められる発光の色等に応じて適宜選択され
るものであるが、例えば発光素子１として発光ピーク波長が４５０から４７０ｎｍ付近で
ある青色ＬＥＤを用いる場合には、セリウムを付活したイットリウム・アルミニウム・ガ
ーネット系蛍光体（ＹＡＧ：Ｃｅ）を用いて黄色の発光を生じさせたり、前記ＹＡＧ：Ｃ
ｅとユーロピウムを付活した硫化カルシウム蛍光体（ＣａＳ：Ｅｕ）を用いて赤色の発光
を生じさせたりすることができ、また発光素子１として発光ピーク波長が３６５～４１０
ｎｍ付近である近紫外－紫色ＬＥＤを用いる場合にはＢａＭｇＡｌ１００１７Ｅｕ（ＢＡ
Ｍ）を用いて青色の発光を生じさせたり、ＺｎＳ：Ｃｕ，Ａｌを用いて緑色の発光を生じ
させたり、Ｙ2Ｏ2Ｓ：Ｅｕを用いて赤色の発光を生じさせたりすることができる。また、
複数の波長変換材料を用いる場合には、波長変換区画３をそれら複数の波長変換材料を混
合したもので形成しても良く、また波長変換材料の種類や含有量の異なる複数種の波長変
換区画３を併設しても良い。
【００２２】
　一方、透明区画４は、発光素子１から発せられる光が透過可能であり、且つ波長変換物
質を含まないか、或いは波長変換物質を含む場合でもその含有量が波長変換区画３よりも
少ないものである。
【００２３】
　上記の波長変換区画３は、波長変換物質を含む波長変換相５にて構成することができる
。波長変換相５は、波長変換物質のみで構成しても良く、また発光素子１から発せられる
光が透過可能な母相中に波長変換物質を分散させて構成しても良い。前記母相としては、
例えばガラスや、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、シリコーンゴム、アクリル樹脂等のよ
うな透明樹脂の成形体を挙げることができる。
【００２４】
　また、この波長変換区画３は、上記のような波長変換相５のみで構成しても良く、また
この波長変換相５と透明相６とを、発光素子１からの光の取り出し方向に積層して構成し
ても良い。ここでいう透明相６とは、発光素子１から発せられる光を透過可能であり、且
つ波長変換物質を含まないか、或いは波長変換相５よりも波長変換物質の含有量が少ない
相である。前記透明相６は、例えばガラスや、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、シリコー
ンゴム、アクリル樹脂等のような透明樹脂の成形体にて形成することができる。
【００２５】
　波長変換区画３や波長変換相５における波長変換物質の含有量は、使用される波長変換
物質の変換効率や発光色等に応じて変動するため、一概に規定できないが、例えば発光素
子１として青色ＬＥＤを用い、波長変換物質としてＹＡＧ：Ｃｅ蛍光体を用いる場合には
、波長変換層２の厚みを０．５ｍｍとした場合、波長変換層２における波長変換区画３で
の波長変換物質の含有量の平均が好ましくは２０～４０質量％の範囲となるように調整す
るものである。
【００２６】
　また、透明区画４は波長変換物質を含有させないことが好ましいが、これが波長変換物
質を含有する場合には、透明区画４における波長変換物質の、発光素子１からの光の取り
出し方向への投影面積当たりの含有量が、波長変換区画３における含有量の５０％以下で
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あることが好ましい。このとき、波長変換区画３として波長変換物質の含有量が異なる複
数種のものが設けられている場合には、その含有量の平均値を基準としてその５０％以下
となることが好ましい。
【００２７】
　また、透明相６についても波長変換物質を含有させないことが好ましいが、これが波長
変換物質を含有する場合には、透明相６における波長変換物質の体積あたりの含有量が、
波長変換相５における含有量の５０％以下であることが好ましい。このとき、波長変換相
５として波長変換物質の含有量が異なる複数種のものを設ける場合には、その含有量の平
均値を基準としてその５０％以下となることが好ましい。
【００２８】
　また、上記透明区画４は、上記透明相６のみで構成することができる。
【００２９】
　このように波長変換層２を波長変換区画３と透明区画４とで構成すると、発光素子１か
ら発せられる光が波長変換層２を介して外部に取り出されるに際して、前記光が波長変換
層２を透過する際に、その一部が波長変換区画３を透過し、更にそのうちの一部が波長変
換物質により波長変換されて外部に取り出される。また前記光の他の一部は透明区画４を
透過し、或いは透明区画４を経由して透明区画４と波長変換区画３との界面から波長変換
区画３へ入射された後に、外部に取り出される。これにより波長変換層２を透過した後の
光には、波長変換物質により波長変換がなされたものが含まれることとなり、発光素子１
の発光色とは異なる色合いの光を発光装置Ａから外部に発することができる。
【００３０】
　このとき、透明区画４を透過する光は波長変換区画３を透過する場合よりも波長変換物
質による散乱が生じにくく、特に透明区画４に波長変換物質が含まれていない場合には波
長変換物質による散乱が生じなくなり、このため、波長変換層２の全体に亘って波長変換
物質が分散されている場合と比較して、波長変換層２における光の散乱を低減することが
できる。すなわち、波長変換区画３を設けることで発光色の色合いを変更すると共に、透
明区画４を設けることで波長変換層２における光の透過量を確保することができ、これに
より発光装置Ａからの光の取り出し効率を向上することができるものである。
【００３１】
　以下、更に具体的な実施形態について説明する。
【００３２】
　図１（ｂ）（ｃ）に示す参考形態では、波長変換相５のみから形成されている複数の波
長変換部材１３と、透明相６のみから形成されている複数の透明部材１４とを、それぞれ
平面視矩形状（方形状）の板状体にて形成し、これらの部材の端面同士を接合することで
、波長変換層２を形成している。これにより、波長変換部材１３にて波長変換相５のみか
ら構成される波長変換区画３が形成されると共に、透明部材１４にて透明相６のみから構
成される透明区画４が形成され、且つこの波長変換区画３と透明区画４とが平面状に配列
している。このとき波長変換部材１３と透明部材１４とを同一形状に形成することで、波
長変換区画３と透明区画４の割合が所望のものとなるように適宜のレイアウトで配列して
波長変換層２を形成することができる。例えば波長変換区画３と透明区画４とを市松模様
状に配列し、又はこれより更に波長変換区画３或いは透明区画４の割合を低減したりする
ことができる。
【００３３】
　波長変換部材１３及び波長変換区画３を構成する波長変換相５は例えばガラスや透明樹
脂などの母相に波長変換物質を分散させて形成されている。また、透明部材１４及び透明
区画４を構成する透明相６は例えばガラスや透明樹脂で形成され、或いはこれに波長変換
相５よりも少ない含有量で波長変換物質が分散して含有されている。
【００３４】
　図２（ａ）（ｂ）に示す実施形態では、波長変換相５よりも少ない含有量で波長変換物
質を含有する透明相６のみから形成されている平板状の透明部材１４に対して、波長変換
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相５のみにて形成されている複数の波長変換部材１３を部分的に積層して接合することで
、波長変換層２を形成している。波長変換部材１３及び透明部材１４としては、図１（ｂ
）（ｃ）に示す形態と同様の材質にて形成されるものを用いることができる。このとき、
波長変換層２における透明部材１４に波長変換部材１３を積層している区画が、透明相６
と波長変換相５とが積層して構成される波長変換区画３として形成され、また波長変換部
材１３を積層していない区画が透明相６のみで構成された透明区画４として形成される。
【００３５】
　このような波長変換層２を形成する場合には、例えば透明部材１４に対し、平面視矩形
状（方形状）の板状体にて形成された複数の波長変換部材１３を、波長変換区画３と透明
区画４との割合が所望のものとなるように適宜のレイアウトで配列して接合することがで
きる。例えば図示のように市松模様状に配列して透明部材１４に接合することができ、或
いはこれよりも更に波長変換部材１３の割合を増大させたり低減させたりすることができ
る。
【００３６】
　また、図１（ｂ）（ｃ）に示す形態のように各部材の端面同士を接合する場合と比較し
て、図２に示すように透明部材１４と波長変換部材１３とを積層するように接合すると、
部材同士の接合作業が容易なものとなり、生産性が向上するものである。
【００３７】
　図３（ａ）（ｂ）及び図４（ａ）（ｂ）に示す波長変換層２では、透明相６のみにて構
成される平板状の透明部材１４（母基材７）に複数の凹部８を形成し、この凹部８内に波
長変換物質を充填することで、波長変換層２を形成している。母基材７としては、既述の
実施形態における透明部材１４と同様の材質のものを用いることができる。このとき、波
長変換層２における凹部８が形成されていない区画、すなわち波長変換物質が充填されて
いない区画が、透明相６のみで構成される透明区画４として形成される。また凹部８が形
成された区画では、凹部８に充填された波長変換物質にて波長変換相５が形成され、これ
により波長変換相５と透明相６とが積層して構成される波長変換区画３が形成される。
【００３８】
　この形態において波長変換層２を形成する場合には、波長変換区画３と透明区画４との
割合が所望のものとなるように、母基材７に対して凹部８を適宜のレイアウトで形成して
、この凹部８を形成した箇所に波長変換相５を適宜のレイアウトで形成することができる
。例えば凹部８及びこの凹部８に形成される波長変換相５を、図３に示すように母基材７
に対して縦横複数列のマトリクス状に形成したり、図４に示すように並列な複数列の縞状
に形成したりすることができる。
【００３９】
　このようにして形成される波長変換層２では、凹部８が形成されている箇所において波
長変換相５とその一面側に積層されている透明相６によって構成される波長変換区画３が
形成され、また凹部８が形成されていない箇所において透明相６のみで構成される透明区
画４が形成される。
【００４０】
　このようにすると、波長変換相５は凹部８に波長変換物質を充填するだけで形成するこ
とができ、生産性が向上するものである。
【００４１】
　そして、本発明では、このように母基材７の凹部８に波長変換物質を充填して波長変換
相５を形成する場合には、前記の母基材７の凹部８が開口している側の一面に、透明相６
のみで構成される別の透明部材１４（蓋部材９）を積層して設けるなどして、この蓋部材
９にて前記凹部８の開口に露出している波長変換相５（波長変換材料）の露出部分を閉塞
するものである。例えば図５（ａ）（ｂ）に示す例では、図３に示すように波長変換相５
をマトリクス状に形成したものにおいて、波長変換相５が設けられた凹部８を有する母基
材７の、波長変換相５が露出する一面の全面に亘り蓋部材９を積層して接合することによ
り、前記波長変換相５の露出部分を閉塞している。このようにして形成される波長変換層
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２では、凹部８が形成されている箇所において波長変換相５とその両側に積層された透明
相６によって構成される波長変換区画３が形成され、また凹部８が形成されていない箇所
において透明相６のみで構成される透明区画４が形成される。
【００４２】
　このようにすると、蓋部材９により、凹部８に充填した波長変換物質の飛散や漏洩を蓋
部材９により防止することができ、またそのために生産時の歩留まりを向上することがで
きるものである。
【００４３】
　また、図３（ａ）（ｂ）及び図４（ａ）（ｂ）に示すような波長変換層２において、上
記凹部８に代えて母基材７を貫通する貫通部を母基材７に形成し、この貫通部内に波長変
換物質を充填することで、波長変換層２を形成することもできる。この場合、凹部８に代
えて貫通部を形成する以外は、図３，４に示すものと同様にして波長変換層２を形成する
ことができる。
【００４４】
　このようにして形成される波長変換層２では、貫通部が形成されている箇所において波
長変換相５のみによって構成される波長変換区画３が形成され、また貫通部が形成されて
いない箇所において透明相６のみで構成される透明相６が形成される。
【００４５】
　このようにしても、波長変換相５は貫通部に波長変換物質を充填するだけで形成するこ
とができ、生産性が向上するものである。
【００４６】
　そして、本発明では、このように母基材７の貫通部に波長変換物質を充填して波長変換
相５を形成する場合には、前記母基材７の貫通部が開口している両面に、それぞれ透明相
６のみで構成される別の透明部材１４（蓋部材９）を積層して設けるなどして、この蓋部
材９にて前記貫通部の開口に露出している波長変換相５（波長変換物質）の露出部分を閉
塞するものである。例えば、波長変換相５が設けられた貫通部を有する母基材７の、波長
変換相５が露出する両面の全面に亘りそれぞれ蓋部材９を積層して接合することにより、
前記波長変換相５の露出部分を閉塞することができる。このようにして形成される波長変
換層２では、貫通部が形成されている箇所において波長変換相５とその両側に積層された
透明相６によって構成される波長変換区画３が形成され、また貫通部が形成されていない
箇所において透明相６のみで構成される透明区画４が形成される。
【００４７】
　このようにしても、図５に示す場合と同様に、貫通部に充填した波長変換物質の飛散や
漏洩を蓋部材９にて防止することができ、またそのために生産時の歩留まりを向上するこ
とができるものである。
【００４８】
　ところで、上記各実施形態のように波長変換区画３と透明区画４とを有する波長変換層
２を形成する場合には、発光装置Ａからの発光は、波長変換区画３を透過したものと透明
区画４を透過したものとが混在することにより、発光素子１から発せられる光とは異なる
色合いとなるものであるが、この発光が色むらなく均一になされるためには、波長変換層
２の全体に亘って波長変換区画３を均一に分散させて形成することが好ましい。また、色
むらを低減するためには、特に波長変換層２に形成される波長変換区画３の寸法を、好ま
しくはその最小幅寸法が０．１ｍｍ以下となるようにするものである。このようにすると
、微細な波長変換区画３が波長変換層２に分散することから、波長変換区画３を透過する
ことにより波長変換された光が発光装置Ａからの発光中に均一に分散して混在することと
なり、色むらの発生が著しく低減されるものである。前記波長変換区画３の寸法の下限は
特に制限されず、波長変換区画３が形成可能な寸法であれば良いため、実質的には１０ｎ
ｍとなる。
【００４９】
　また、波長変換層２における、波長変換区画３と透明区画４の割合も、所望の発光色が
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子１からの光の取り出し方向への投影面積の比が５：１～１：５の範囲となるようにする
。このようにすることで、透明区画４を透過する光、すなわち波長変換物質による散乱を
受けずに波長変換層２を透過する光の光量を十分に確保して発光装置Ａからの発光光量を
十分に高く維持することができ、且つこの範囲で波長変換区画３と透明区画４との割合を
変化させて発光色の調整をすることができるものである。すなわち、透明区画４の割合を
前記範囲とすることで十分な発光光量を確保することができ、且つ、波長変換区画３の割
合を前記範囲とすることで発光素子１から発せられる光が波長変換層２を透過する際にそ
の色合いの変換を十分になすことができるものである。
【００５０】
　尚、図示された本発明の実施形態における波長変換層２は、全体として平面状に形成さ
れているが、曲面状等の適宜の形状に形成することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】（ａ）は発光装置の基本構成の一例を示す断面図、（ｂ）は本発明を説明する参
考形態の一例を示すものであり、前記発光装置における波長変換層を示す断面図、（ｃ）
は前記波長変換層の平面図である。
【図２】本発明の実施の形態の一例を示すものであり、（ａ）は図１（ａ）に示される発
光装置における波長変換層を示す断面図、（ｂ）は前記波長変換層の平面図である。
【図３】本発明を説明する参考形態の他例を示すものであり、（ａ）は図１（ａ）に示さ
れる発光装置における波長変換層を示す断面図、（ｂ）は前記波長変換層の平面図である
。
【図４】本発明を説明する参考形態の更に他例を示すものであり、（ａ）は図１（ａ）に
示される発光装置における波長変換層を示す断面図、（ｂ）は前記波長変換層の平面図で
ある。
【図５】本発明の実施の形態の他例を示すものであり、（ａ）は図１（ａ）に示される発
光装置における波長変換層を示す断面図、（ｂ）は前記波長変換層の平面図である。
【符号の説明】
【００５２】
　Ａ　発光装置
　１　発光素子
　２　波長変換層
　３　波長変換区画
　４　透明区画
　５　波長変換相
　６　透明相
　７　母基材
　８　凹部
　９　蓋部材
　１３　波長変換部材
　１４　透明部材
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